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新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

 
今般の新型コロナウイルス感染症に対する貴職のご尽力に敬意を表します。 
先般、長野県保険医協会が行った新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会員調査に

よると、４月の対前年比で外来患者数は約８８％の医療機関で「減った」、保険診療収入も

約８５％が「減少」と回答し、医業経営は深刻な状況にあります。 
医療現場ではマスクや消毒液不足の中で感染の不安を抱えながら診察を行っており、スタ

ッフの感染などで休診を余儀なくされた場合の補償や収入減の補填、納税の猶予、減免等を

求める声が少なくありません。 
また、今回調査で明らかになった患者さんの受診抑制が疾病の重篤化につながることも懸

念されます。 
こうした状況と今後予想される第二波、第三波の感染拡大に備え、医療提供体制の拡大・

強化は緊急、不可欠な課題です。 
長野県保険医協会では、国に対して要望しているところですが、今回の調査結果を踏まえ、

改めて以下の事項の実施を強く求めます。 

 
記 

 
１、医療機関規模、保険診療収入の減収割合に応じた医療機関向けの持続化給付金制度の創

設を国へ要望すること。又は県独自制度を検討すること。 
２、感染防止対策や診療機能強化のための設備投資や施設改修等に係る費用を助成すること。 
３、個人防護具を確保し、全ての医療機関に安定的な供給を行うこと。なお、在庫不足が深

刻な医療機関のための相談窓口は一本化すること。 
４. PCR 検査を積極的に行う体制を強化するとともに、検査結果に応じた対応の手順を明確

化すること。 
５、予防接種や必要な受診の抑制による疾病の発生、重篤化を防ぐため、県民に適切な受診

を促す広報活動を行うこと。 
６、外出自粛や勤務調整、失業など収入減少による受診抑制を防ぐため一部負担金免除等の

措置を国に要望すること。なお、国民健康保険においては県制度として速やかに実施する

こと。 
以上 


